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　　　第一章　総則

　（目的）

第一条　この法律は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目

的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

　（定義）

第二条　この法律において「石油代替エネルギー」とは、石油代替エネルギーの開発及

び導入の促進に関する法律（昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギ

ー法」という。）第二条に規定する石油代替エネルギーをいう。

２　この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化に関

する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第二条第一項に規定するエネルギーの使用

の合理化をいう。

　（名称）

第三条　この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」

という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政

法人の名称は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。

　（機構の目的）

第四条　独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）

は、石油代替エネルギーに関する技術及びエネルギー使用合理化のための技術並びに

鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発（研究及び開発をいう。以

下同じ。）、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の

業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化

の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率

的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。

　（事務所）

第五条　機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。

　（資本金）



第六条　機構の資本金は、附則第二条第六項及び第九項の規定により政府及び政府以外

の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

２　政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に

追加して出資することができる。

３　機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を

増加するものとする。

　（出資証券）

第七条　機構は、出資に対し、出資証券を発行する。

２　出資証券は、記名式とする。

３　前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

　（持分の払戻し等の禁止）

第八条　機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

２　機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができな

い。

　　　第二章　役員及び職員

　（役員）

第九条　機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

２　機構に、役員として、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。

　（副理事長及び理事の職務及び権限等）

第十条　副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して

機構の業務を掌理する。

２　理事は、理事長の定めるところにより、理事長（副理事長が置かれているときは、

理事長及び副理事長）を補佐して機構の業務を掌理する。

３　通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事

長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事

が置かれていないときは監事とする。

４　前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を

代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

　（役員の任期）

第十一条　理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

　（理事の欠格条項の特例）

第十二条　通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、

理事となることができる。

２　機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項

中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構法第十二条第一項」とする。



　（秘密保持義務）

第十三条　機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ること

ができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

　（役員及び職員の地位）

第十四条　機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の

適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

　　　第三章　業務等

　（業務の範囲）

第十五条　機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

　一　次に掲げる技術（原子力に係るものを除く。）であって、民間の能力を活用する

ことによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企

業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。

　　イ　石油代替エネルギー法第二条第一号から第三号までに掲げる石油代替エネルギ

ーを発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる石油代替エネルギーを発生させ

る技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術

　　ロ　石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術

（イに掲げるものを除く。）

　　ハ　エネルギー使用合理化のための技術

　二　民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の

技術（原子力に係るものを除く。以下この条において「鉱工業技術」という。）に

関する研究開発を行うこと（前号に掲げるものを除く。）。

　三　鉱工業技術に関する研究開発を助成すること。

　四　第一号に掲げる技術の有効性の海外における実証（その技術の普及を図ることが

我が国への石油代替エネルギーの安定的な供給の確保のために特に必要である地域

において行われる当該技術の実証に限る。）を行うこと。

　五　第一号ハに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に

要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。

　六　エネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ハに掲げる技術

に関する指導を行うこと。

　七　鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。

　八　前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

　九　石油代替エネルギー法第十一条に規定する業務を行うこと。

　十　基盤技術研究円滑化法（昭和六十年法律第六十五号。以下「基盤法」という。）

第十一条に規定する業務を行うこと。

　十一　福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成五年法律第三十八号。

以下「福祉用具法」という。）第二十条に規定する業務を行うこと。



　十二　新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法（平成九年法律第三十七号）第

十条に規定する業務を行うこと。

２　機構は、前項の業務のほか、アルコール事業法（平成十二年法律第三十六号）第三

十一条に規定する業務を行う。

３　前項の規定により機構が業務を行う場合には、通則法第五十条中「これに基づく政

令」とあるのは、「アルコール事業法（平成十二年法律第三十六号）並びにこれらに

基づく政令」とする。

　（業務の委託等）

第十六条　機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に

対し、前条第一項第十二号に掲げる業務の一部を委託することができる。

２　金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、

当該業務を行うことができる。

３　第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人（以下「受

託金融機関等」という。）の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事する

ものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな

す。

４　経済産業大臣は、前条第一項第十二号に掲げる業務の健全かつ適切な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に

関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入

り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

５　前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人にこれを提示しなければならない。

６　第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。

　（区分経理）

第十七条　機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理し

なければならない。

　一　第十五条第一項各号（第一号ロ及びハ、第四号から第六号まで、第十号並びに第

十一号を除く。）に掲げる業務のうち、電源開発促進対策特別会計法（昭和四十九

年法律第八十号）第一条第三項に規定する電源多様化対策に関する業務

　二　第十五条第一項各号（第一号イ、第十号及び第十一号を除く。）に掲げる業務の

うち、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法（昭和四十二年法律第十

二号）第一条第二項に規定する石油及びエネルギー需給構造高度化対策に関する業

務

　三　第十五条第一項第十号に掲げる業務

　四　第十五条第二項に規定する業務



　五　前各号に掲げる業務以外の業務

　（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用）

第十八条　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十

九号）の規定（罰則を含む。）は、第十五条第一項第三号、第五号、第九号（石油代

替エネルギー法第十一条第一号及び第四号に係る部分に限る。）及び第十一号（福祉

用具法第二十条第一号に係る部分に限る。）の規定により機構が交付する補助金につ

いて準用する。この場合において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（第二条第七項を除く。）中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二

項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは

「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」と、同法第十四条中「国の会

計年度」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の事業年

度」と読み替えるものとする。

　（利益及び損失の処理の特例等）

第十九条　機構は、第十七条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係るそ

れぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間

（以下「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一

項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があると

きは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目

標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画

（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めると

ころにより、当該次の中期目標の期間における第十五条に規定する業務の財源に充て

ることができる。

２　経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済

産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければ

ならない。

３　機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を

受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければ

ならない。

４　第十七条第三号に掲げる業務に係る勘定（以下「第三号勘定」という。）における

通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項

の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計

算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」と

する。

５　第一項から第三項までの規定は、第三号勘定について準用する。この場合におい



て、第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは、「第四項の規定により読み替

えられた通則法第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

６　前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な

事項は、政令で定める。

　　　第四章　雑則

　（主務大臣等）

第二十条　機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ経済

産業大臣、経済産業省及び経済産業省令とする。

　（機構の解散時における残余財産の分配）

第二十一条　機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産がある

ときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

　（国家公務員宿舎法の適用除外）

第二十二条　国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員

及び職員には、適用しない。

　（国家公務員共済組合法の適用に関する特例）

第二十三条　機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二

十八号）の規定の適用については、同法第二条第一項第一号に規定する職員には該当

しないものとする。この場合において必要な事項は、政令で定める。

　（他の法令の準用）

第二十四条　不動産登記法（明治三十二年法律第二十四号）その他政令で定める法令に

ついては、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法

令を準用する。

　　　第五章　罰則

第二十五条　第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の

懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第二十六条　第十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をし

た受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十七条　次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員

は、二十万円以下の過料に処する。

　一　第十五条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

　二　第十九条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合に

おいて、その承認を受けなかったとき。

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第



二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年

十月一日から施行する。

　（新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散等）

第二条　新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「旧機構」という。）は、機構の

成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により

国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

２　機構の成立の際現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施する

ために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

３　前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の承継に関し必要な事項

は、政令で定める。

４　旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、旧機構の解散の日の前日に終わ

るものとする。

５　旧機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対

照表及び損益計算書については、なお従前の例による。ただし、附則第二十条の規定

による改正前の石油代替エネルギー法（以下「旧石油代替エネルギー法」という。）

第二十一条第一項の規定は、適用しない。

６　第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次に掲げる金

額の合計額に相当する金額は、機構の設立に際し政府から機構に対して出資されたも

のとする。

　一　機構が承継する資産（次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。）の

価額（政府以外の者から旧機構に対して出資された金額に相当する金額を除く。）

から負債（次のイからハまでに掲げる勘定に属するものを除く。）の金額を差し引

いた額

　　イ　附則第十四条の規定による廃止前の産業技術に関する研究開発体制の整備等に

関する法律（昭和六十三年法律第三十三号。以下「旧研究開発体制整備法」とい

う。）第六条第一項に規定する研究基盤出資業務に係る同項の特別の勘定

　　ロ　附則第二十二条の規定による改正前の基盤法（以下「旧基盤法」という。）第

十三条第一項に規定する基盤技術研究促進勘定

　　ハ　基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律（平成十三年法律第六十号。以下

「基盤法改正法」という。）附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改

正法附則第九条に規定する鉱工業承継勘定（以下「旧鉱工業承継勘定」とい

う。）

　二　第一項の規定による旧機構の解散の時（以下この条において「解散時」とい

う。）までに、政府から旧機構に対して旧研究開発体制整備法第四条第三号及び旧

基盤法第十一条各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された

額



　三　基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府から旧機構に対して出資された

ものとされた額（基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する基盤法改

正法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の

規定により出資されたものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったも

のとされた額を除く。）

７　前項第一号の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員

が評価した価額とする。

８　前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

９　第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、次の各号に掲

げる金額は、それぞれ、機構の設立に際し当該各号の政府以外の者から機構に対して

当該各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。

　一　解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額の二分の一に相当

する金額　第十七条第一号に掲げる業務

　二　解散時までに政府以外の者から旧機構に対して出資された金額から前号に掲げる

金額を差し引いた金額　第十七条第二号に掲げる業務

　三　基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から旧機構に対して出

資されたものとされた額（基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する

基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加した場合にあっては同条の規定

により出資されたものとされた額を含み、同条の規定又は次条第二項の規定により

資本金を減少した場合にあっては基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準

用する基盤法改正法附則第十条の規定により出資がなかったものとされた額又は次

条第二項の規定により払戻しをした持分に係る出資額を除く。）　附則第九条第一

項から第三項までに規定する業務

10　旧機構が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資

者が受けるべき機構の出資証券の上に存在する。

11　旧機構の解散については、旧石油代替エネルギー法第五十五条第一項の規定による

残余財産の分配は、行わない。

12　第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で

定める。

　（持分の払戻し）

第三条　基盤法改正法附則第三条第一項の規定により政府以外の者から旧機構に対して

出資されたものとされた額（基盤法改正法附則第十三条において読み替えて準用する

基盤法改正法附則第十条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、

同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなか

ったものとされた額を除く。）については、当該政府以外の者は、旧機構に対し、政

令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。



２　旧機構は、前項の規定による請求があったときは、旧石油代替エネルギー法第十六

条第一項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧

鉱工業承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求

をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合におい

て、旧機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。

３　前条第七項及び第八項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合に

おいて、同条第七項中「機構成立の日」とあるのは、「附則第三条第二項に規定する

政令で定める日」と読み替えるものとする。

４　前条第九項（第三号を除く。）の規定により政府以外の者が機構に出資したものと

された金額については、当該政府以外の者は、機構に対し、その成立の日から一月以

内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。

５　機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわら

ず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この

場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

　（事務所に関する経過措置）

第四条　機構は、政令で定める日までの間、第五条の規定にかかわらず、主たる事務所

を東京都に置く。

　（役員に関する特例）

第五条　機構に、役員として、第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事一人

を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、第十一条の規定にかか

わらず、理事長が定める期間（二年以内であって、その末日が理事長の任期の末日以

前であるものに限る。）とすることができる。

　（探鉱貸付経過業務）

第六条　機構は、旧石油代替エネルギー法第三十九条第一項第四号の規定により貸し付

けられた資金に係る債権（附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。）の

回収が終了するまでの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債

権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務（以下「探鉱貸付経過業務」とい

う。）を行う。

２　前項の規定により機構が探鉱貸付経過業務を行う場合には、第十六条第一項及び第

四項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げ

る業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十七条第二号中

「第十五条第一項各号（第一号イ、第十号及び第十一号を除く。）に掲げる業務」と

あるのは「第十五条第一項各号（第一号イ、第十号及び第十一号を除く。）に掲げる

業務及び附則第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」と、第十九条第一項中「第

十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務及び附則第六条第一項

に規定する探鉱貸付経過業務」と、第二十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項



に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及び第二項に規定する業務並びに附則

第六条第一項に規定する探鉱貸付経過業務」とする。

　（研究基盤出資経過業務）

第七条　機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務

のほか、旧研究開発体制整備法第四条第三号の規定に基づく出資により旧機構が取得

した株式で附則第二条第一項の規定により承継したものの処分及びこれに附帯する業

務（以下「研究基盤出資経過業務」という。）を行う。

２　機構は、研究基盤出資経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特

別の勘定（以下「研究基盤出資経過勘定」という。）を設けて整理しなければならな

い。

３　第一項の規定により機構が研究基盤出資経過業務を行う場合には、第十九条第一項

中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第七条第二項に規定す

る研究基盤出資経過勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に

規定する業務及び附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業務」と、第二十七

条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一

項及び第二項に規定する業務並びに附則第七条第一項に規定する研究基盤出資経過業

務」とする。

　（研究基盤出資経過勘定の廃止等）

第八条　機構は、研究基盤出資経過業務を終えたときは、研究基盤出資経過勘定を廃止

するものとし、その廃止の際研究基盤出資経過勘定についてその債務を弁済してなお

残余財産があるときは、当該残余財産の額を国庫に納付しなければならない。

２　機構は、前項の規定により研究基盤出資経過勘定を廃止したときは、その廃止の際

研究基盤出資経過勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

　（鉱工業承継業務）

第九条　機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務

のほか、基盤法改正法附則第二条第一項の規定により旧機構が基盤技術研究促進セン

ター（以下「センター」という。）から承継した株式で附則第二条第一項の規定によ

り承継したものの処分及びこれに附帯する業務を行う。

２　機構は、基盤法改正法第一条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一項第一

号、基盤法改正法第二条の規定による改正前の基盤法第三十一条第一号及び基盤法改

正法附則第十四条第二項の規定により貸し付けられた資金に係る債権（附則第二条第

一項の規定により承継したものに限る。）並びに次項の規定により貸し付けられた資

金に係る債権の回収が終了するまでの間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務

のほか、当該債権の管理及び回収並びにこれらに附帯する業務を行う。

３　機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤法改正法第一条の規定による改正前の

基盤法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約（基盤法改



正法附則第二条第一項の規定により旧機構が承継したものに限る。）のうち附則第二

条第一項の規定による旧機構の解散の時において、まだ、その履行を完了していない

ものがあるときは、基盤法改正法附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日

から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条第一

項及び第二項に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付け及びこれに附帯する

業務を行うことができる。

４　機構は、前三項に規定する業務（以下「鉱工業承継業務」という。）に係る経理に

ついては、その他の経理と区分し、特別の勘定（以下「鉱工業承継勘定」という。）

を設けて整理しなければならない。

５　第一項から第三項までの規定により機構が鉱工業承継業務を行う場合には、第十九

条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに附則第九条第四項

に規定する鉱工業承継勘定」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条

に規定する業務及び附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」と、第二十七条第

一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項及

び第二項に規定する業務並びに附則第九条第四項に規定する鉱工業承継業務」とす

る。

６　第二項及び第三項の規定により機構が業務を行う場合には、第十六条第一項中「前

条第一項第十二号に掲げる業務の一部」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業

務の一部並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務の全部又は一部」と、第

十六条第四項中「前条第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二

号に掲げる業務並びに附則第九条第二項及び第三項に規定する業務」とする。

　（鉱工業承継勘定の廃止等）

第十条　機構は、鉱工業承継業務を終えたときは、鉱工業承継勘定を廃止するものと

し、その廃止の際鉱工業承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があると

きは、当該残余財産の額を基盤法改正法附則第三条第一項の政府及び政府以外の者

（附則第三条第二項の規定による払戻しを受けた者を除く。）に対し、その出資額に

応じて分配するものとする。

２　前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とす

る。

３　機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止した場合において同勘定に残余

財産があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を

国庫に納付するものとする。

４　機構は、第一項の規定により鉱工業承継勘定を廃止したときは、その廃止の際鉱工

業承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

　（アルコール製造業務等）

第十一条　機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、アル



コール事業法附則第二条に規定するアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務

を行うことができる。

２　機構は、アルコール製造業務及び一般アルコール販売業務に係る経理については、

その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定（以下それぞれ「アルコール製造勘定」

及び「一般アルコール販売勘定」という。）を設けて整理しなければならない。

３　第一項の規定により機構がアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務を行う

場合には、第十九条第一項中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定並びに

附則第十一条第二項に規定するアルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定」

と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「第十五条に規定する業務並びに附則第

十一条第一項に規定するアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務」と、第二

十七条第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条

第一項及び第二項に規定する業務並びに附則第十一条第一項に規定するアルコール製

造業務及び一般アルコール販売業務」と、通則法第五十条中「これに基づく政令」と

あるのは「アルコール事業法（平成十二年法律第三十六号）並びにこれらに基づく政

令」とする。

　（石炭経過業務）

第十二条　機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項に規定する業務のほか、石炭

鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十

六号。以下「整備法」という。）附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第

七項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第四項の規定に

よりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止

前の石炭鉱業構造調整臨時措置法（昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整

法」という。）第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項及び

第三項から第五項までの規定によりなおその効力を有することとされる場合における

整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法（昭和三十八年法律第

九十七号。以下「旧賠償法」という。）第十二条第一項に規定する業務（以下「石炭

経過業務」という。）を行うことができる。

２　機構は、石炭経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定

（以下「石炭経過勘定」という。）を設けて整理しなければならない。

３　第一項の規定により機構が石炭経過業務を行う場合には、第十六条第一項中「前条

第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務及び附

則第十二条第一項に規定する石炭経過業務（石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係

法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。）附

則第五条第一項及び第三項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第

二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法（昭和三十八年法律第九十七

号。以下「旧賠償法」という。）第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務



（これらの業務に附帯する業務を含む。）に限る。）」と、第十六条第四項中「前条

第一項第十二号に掲げる業務」とあるのは「前条第一項第十二号に掲げる業務及び附

則第十二条第一項に規定する石炭経過業務（整備法附則第三条第四項の規定によりな

おその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調

整臨時措置法（昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整法」という。）第三

十六条の十九第一項に規定する求償権の行使の業務並びに整備法附則第五条第一項及

び第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第

一号から第三号までに掲げる業務（これらの業務に附帯する業務を含む。）に限

る。）」と、「受託金融機関等に対し」とあるのは「受託金融機関等若しくは整備法

附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧構造調整法第三

十六条の十九第一項の規定により業務の委託を受けた銀行（以下「受託銀行」とい

う。）に対し」と、「受託金融機関等の」とあるのは「受託金融機関等若しくは受託

銀行の」と、第十八条中「第十一号（福祉用具法第二十条第一号に係る部分に限

る。）」とあるのは「第十一号（福祉用具法第二十条第一号に係る部分に限る。）並

びに附則第十二条第一項（整備法附則第五条第五項の規定によりなおその効力を有す

ることとされる旧賠償法第十二条第一項第五号に係る部分に限る。）」と、第二十六

条中「受託金融機関等」とあるのは「受託金融機関等又は受託銀行」と、第二十七条

第一号中「第十五条第一項及び第二項に規定する業務」とあるのは「第十五条第一項

及び第二項に規定する業務並びに附則第十二条第一項に規定する石炭経過業務」と、

通則法第五十条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完

了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法律第十六号。以下「整備

法」という。）第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法（昭和三十

年法律第百五十六号。整備法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとさ

れる部分に限る。）及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置

法（昭和三十八年法律第九十七号。整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有

することとされる部分に限る。）並びにこれらに基づく命令」とする。

　（石炭経過勘定における納付金等）

第十三条　機構は、石炭経過勘定において、平成十七事業年度に係る通則法第四十四条

第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金に充てる

べき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるとこ

ろにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

　一　通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合　整備法附則第三条第四

項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる旧構造調整法

第二十五条第一項第八号、第九号、第十一号から第十三号まで、第十六号の二及び

第十六号の四の規定による貸付金並びに整備法附則第五条第三項の規定によりその



償還についてなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第二号及

び第三号の規定による貸付金（以下この条において「貸付金」と総称する。）の償

還金で平成十五事業年度から平成十七事業年度までに償還されたものの合計額に当

該積立金の額に相当する金額を加えた金額

　二　通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合（同条第一項の規定

による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含

む。）　貸付金の償還金で平成十五事業年度から平成十七事業年度までに償還され

たものの合計額

２　機構は、石炭経過勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第

四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、石炭経過業務に必要な資金

に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定

めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

　一　通則法第四十四条第一項の規定による積立金がある場合　貸付金の償還金で当該

中期目標の期間中に償還されたものの合計額（機構の成立後最初の中期目標の期間

にあっては、平成十五事業年度から平成十七事業年度までに償還された金額を除

く。）に当該積立金に相当する金額を加えた金額

　二　通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金がある場合（同条第一項の規定

による積立金及び同条第二項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含

む。）　貸付金の償還金で当該中期目標の期間中に償還されたものの合計額（機構

の成立後最初の中期目標の期間にあっては、平成十五事業年度から平成十七事業年

度までに償還された金額を除く。）

３　経済産業大臣は、前二項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、

経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなけ

ればならない。

４　機構は、第一項又は第二項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものと

する。

　一　第一項第一号又は第二項第一号に掲げる場合　納付金の納付額から第一項第一号

又は第二項第一号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額

　二　第一項第二号又は第二項第二号に掲げる場合　納付金の納付額に第一項第二号又

は第二項第二号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額（繰越欠損金がない

場合にあっては、納付金の納付額）

５　前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び貸付金の償還金

の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

　（産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律の廃止）



第十四条　産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律は、廃止する。

　（土地収用法の一部改正）

第十五条　土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）の一部を次のように改正す

る。

　　第三条第五号中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

　（地方財政再建促進特別措置法の一部改正）

第十六条　地方財政再建促進特別措置法（昭和三十年法律第百九十五号）の一部を次の

ように改正する。

　　第二十四条第二項中「、新エネルギー・産業技術総合開発機構」を削る。

　（石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正）

第十七条　石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を次のように改正

する。

　　第一条第二項第二号トを次のように改める。

　　　ト　独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資

（石油代替エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるもの

に係る出資に限る。）又は交付金の交付

　　第一条第二項第二号リを次のように改める。

　　　リ　独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第▼

▼▼号）第十五条第一項第一号ロ及びハ、第四号並びに第五号並びに石油代替

エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和五十五年法律第七十一

号）第十一条第一号ロ、第四号及び第五号の規定に基づき行う事業に係る補助

　　第三条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号

を加える。

　　六　独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項の規定に

よる納付金であつて、この会計に帰属するもの

　　第三条第二項第二号中「第一条第二項第二号イ、ト」を「第一条第二項第二号イ」

に改め、同項中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第

二号の次に次の一号を加える。

　　三　第一条第二項第二号トの出資金及び交付金

　　附則第十三項中「出資の回収金」の下に「、独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構法附則第十三条第一項の規定による納付金であつて石炭勘定に帰属する

もの」を加える。

　　附則に次の一項を加える。

　25　独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十二条第一項の規定

により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭経過業務を行う



間、第三条第一項の規定にかかわらず、同法附則第十三条第二項の規定による納付

金であつてこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。

　（電源開発促進対策特別会計法の一部改正）

第十八条　電源開発促進対策特別会計法の一部を次のように改正する。

　　第一条第三項第一号を次のように改める。

　　一　独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資（電

源の多様化を促進するための業務で政令で定めるものに係る出資に限る。）又は

交付金の交付

　　第一条第三項第三号中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律

（昭和五十五年法律第七十一号）第三十九条第一項第一号イ及び第三号」を「独立行

政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法（平成十四年法律第▼▼▼号）第十五

条第一項第一号イ及び石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和

五十五年法律第七十一号）第十一条第三号」に改める。

　　第三条の二中「の収入」の下に「、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構法第十九条第三項の規定による納付金であつてこの勘定に帰属するもの」を加

え、「出資金」の下に「、同項第一号の交付金を」を加える。

　（エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正）

第十九条　エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を次のように改正する。

　　目次中「第四章の二　新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の

合理化の業務（第二十一条の二・第二十一条の三）」を削る。

　　第四章の二を削る。

　（石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正）

第二十条　石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部を次のように

改正する。

　　目次を削る。

　　「第一章　総則」、「第二章　石油代替エネルギーの供給目標等」及び「第三章　

新エネルギー・産業技術総合開発機構」を削る。

　　第三章第一節から第三節までを削る。

　　「第四節　業務」を削る。

　　第三十九条の見出しを「（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業

務）」に改め、同条第一項中「機構は、第十一条第一項の目的を達成するため」を

「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、石油代替エネルギーの開発

及び導入を促進するため」に改める。

　　第三十九条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

　　一　次に掲げる技術（原子力に係るものを除く。以下「石油代替エネルギー技術」

という。）であつて、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金



に充てるための補助金の交付を行うこと。

　　　イ　第二条第一号から第三号までに掲げる石油代替エネルギーを発電に利用し、

若しくは同条第四号に掲げる石油代替エネルギーを発生させる技術又はこれら

の技術に係る電気を利用するための技術

　　　ロ　石油代替エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術

（イに掲げるものを除く。）

　　二　石油代替エネルギーに関する情報の収集及び提供並びに石油代替エネルギー技

術に関する指導（第五号に掲げるものを除く。）を行うこと。

　　第三十九条第一項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五

号とし、第八号から第十号までを削り、第十一号を第六号とし、第十二号を削る。

　　第三十九条第二項及び第三項を削り、同条を第十一条とする。

　　第四十条及び第四十一条を削る。

　　第三章第五節から第七節まで及び第四章を削る。

　（石油代替エネルギー法の一部改正に伴う経過措置）

第二十一条　前条の規定の施行前に旧石油代替エネルギー法（第三十条を除く。）の規

定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による改

正後の石油代替エネルギー法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為と

みなす。

２　旧石油代替エネルギー法第四十七条の規定により旧機構がした長期借入金で附則第

二条第一項の規定により機構が承継したものについては、旧石油代替エネルギー法第

四十九条、第五十六条（第一号に係る部分に限る。）及び第五十九条（第一号に係る

部分に限る。）の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合

において、旧石油代替エネルギー法第四十九条及び第五十九条中「機構」とあるの

は、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　（基盤技術研究円滑化法の一部改正）

第二十二条　基盤技術研究円滑化法の一部を次のように改正する。

　　第十一条の見出しを「（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業

務）」に改め、同条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新

エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「、石油代替エネルギーの開発及び導

入の促進に関する法律（昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー

法」という。）第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削る。

　　第十二条から第十四条までを削る。

　　第十五条中「第十一条」を「前条」に改め、同条を第十二条とする。

　（研究交流促進法の一部改正）

第二十三条　研究交流促進法（昭和六十一年法律第五十七号）の一部を次のように改正

する。



　　第九条中「（産業技術に関する研究開発体制の整備等に関する法律（昭和六十三年

法律第三十三号）第十条第一項に規定する産業技術に関する国際共同研究を除

く。）」を削る。

　（福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正）

第二十四条　福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部を次のように改正

する。

　　目次中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構」に改める。

　　「第四章　新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務」を「第四章　独立行政法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務」に改める。

　　第二十条の見出しを削り、同条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独

立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、「、石油代替エネルギー

の開発及び導入の促進に関する法律（昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替

エネルギー法」という。）第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削

る。

　　第二十一条を次のように改める。

　第二十一条　削除

　（新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正）

第二十五条　新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正す

る。

　　第十条の見出しを「（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業

務）」に改め、同条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構（次条において「機

構」という。）」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」に改め、

「、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか」を削

る。

　　第十一条及び第十二条を次のように改める。

　第十一条及び第十二条　削除

　（石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正）

第二十六条　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部

を次のように改正する。

　　附則第二条第一項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧復旧法第五十条第一項、第五十一条第一項第一号、第二項

及び第三項、第五十二条、第五十三条の二、第五十四条第二項、第六十三条、第六

十四条第一項、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第七十条から第七十二

条まで、第七十七条第五項、第七十九条の三第一項、第七十九条の四、第九十二条

第一項、第九十四条から第九十七条まで並びに第九十八条の二第一項中「機構」と



あるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第二条第二項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」

とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第二条第三項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」

とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第二条第四項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧復旧法第五十六条第四項、第五十九条、第六十条第三項、

第六十二条第二項、第六十八条第一項、第六十九条から第七十二条まで、第七十三

条第二項から第六項まで、第七十四条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七

項、第九十四条から第九十六条まで並びに第九十八条の二第一項中「機構」とある

のは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第二条第五項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法の規定中「機構」

とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第二条第六項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧復旧法第五十五条及び第五十六条第四項中「機構」とある

のは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第一項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる第二条の規定による廃止前

の石炭鉱業構造調整臨時措置法（以下「旧構造調整法」という。）の規定中「新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第二項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新

エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行

政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第三項中「第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法

（以下「旧構造調整法」という。）」を「旧構造調整法」に改め、同項に後段として

次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新

エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行

政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第四項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧構造調整法第二十五条第一項中「新エネルギー・産業技術



総合開発機構」とあるのは「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」

と、旧構造調整法第二十六条第二項中「前項の業務の方法には」とあるのは「独立

行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十八条第二項の規定にかかわら

ず、同条第一項の業務方法書には」と、旧構造調整法第三十六条の六から第三十六

条の九まで、第三十六条の十一、第三十六条の十三第一項及び第二項、第三十六条

の十五第一項、第三十六条の十六第一項、第三十六条の十七、第三十六条の十八、

第三十六条の十九第一項及び第二項並びに第三十六条の二十中「機構」とあるのは

「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第五項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新

エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行

政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第六項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新

エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行

政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第七項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧構造調整法の規定中「新

エネルギー・産業技術総合開発機構」とあり、及び「機構」とあるのは、「独立行

政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第三条第八項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧構造調整法第三十七条第一項、第二項及び第四項並びに第

三十七条の二中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構」とする。

　　附則第三条第十項を次のように改める。

　10　前項の規定により採掘権が取り消されたものとみなされた採掘権についての鉱山

保安法（昭和二十四年法律第七十号）第二十六条第一項の規定の適用については、

同項中「鉱業権者であつた者に対し、その者が鉱業を実施したことにより」とある

のは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対し、当該採掘権の

消滅の時における鉱区において鉱業が実施されたことにより」とする。

　　附則第五条第一項中「、第十三条、第十四条」を削り、同項に後段として次のよう

に加える。

　　　この場合において、旧賠償法第四条第三項、第五条第一項、第六条第五項、第十

一条及び第十二条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第二項に後段として次のように加える。



　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧賠償法の規定中「機構」

とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第三項中「第十三条から第十五条まで」を「第十五条」に改め、同項に

後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧賠償法第十二条第一項及び第十五条中「機構」とあるの

は、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第四項中「機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構」に改め、「、第十四条」を削り、同項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧賠償法第十二条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第五項中「、第十四条」及び「、第二十二条」を削り、同項に後段とし

て次のように加える。

　　　この場合において、旧賠償法第十二条第一項中「機構」とあるのは、「独立行政

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第六項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、同条第一項、第二項及び第四項中「機構」とあるのは、「独

立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第七項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧賠償法の規定中「機構」

とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第八項に後段として次のように加える。

　　　この場合において、旧賠償法附則第十条第四項及び第十一条第一項中「機構」と

あるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。

　　附則第五条第九項中「機構」を「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構」に改める。

　　附則第十一条に後段として次のように加える。

　　　この場合において、なお従前の例によることとされる旧復旧法及び旧賠償法の規

定中「機構」とあるのは、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構」

とする。

　（整備法の一部改正に伴う経過措置）

第二十七条　前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の整備法附則第二条、第三

条又は第五条の規定によりなおその効力を有することとされ、又はなお従前の例によ

ることとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法（昭和二十七

年法律第二百九十五号。以下「旧復旧法」という。）、旧構造調整法又は旧賠償法の

規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は前条の規定による

改正後の整備法附則第二条、第三条若しくは第五条の規定によりなおその効力を有す



ることとされ、若しくはなお従前の例によることとされる旧復旧法、旧構造調整法若

しくは旧賠償法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

　（アルコール事業法の一部改正）

第二十八条　アルコール事業法の一部を次のように改正する。

　　第二条第四項中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

　　第三十一条中「、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和五

十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。）第三十九条第一項

及び第二項に規定する業務のほか」を削る。

　　第三十三条の見出しを「（国庫納付金）」に改め、同条第一項を削り、同条第二項

を同条とする。

　　第三十四条を次にように改める。

　第三十四条　削除

　　附則第二条中「、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業

務のほか」を削る。

　　附則第四条を削り、附則第三条第一項中「前条」を「附則第二条」に改め、同条を

附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。

　　（投資）

　第三条　機構は、前条の規定によりその業務を行う場合において、アルコール製造業

務の運営の効率化を図るため特に必要があるときは、経済産業大臣の認可を受け

て、アルコール製造業務を行う事業に投資をすることができる。

　　附則第五条を次のように改める。

　第五条　削除

　　附則第二十九条中「新エネルギー・産業技術総合開発機構」を「独立行政法人新エ

ネルギー・産業技術総合開発機構」に改める。

　（アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置）

第二十九条　前条の規定の施行前に同条の規定による改正前のアルコール事業法の規定

によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は同条の規定による改正

後のアルコール事業法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみな

す。

　（産業技術力強化法の一部改正）

第三十条　産業技術力強化法（平成十二年法律第四十四号）の一部を次のように改正す

る。

　　第十八条及び第十九条を削る。

　（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正）

第三十一条　独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百



四十号）の一部を次のように改正する。

　　別表第一新エネルギー・産業技術総合開発機構の項を削る。

　（石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正）

第三十二条　石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律（平成十四年法律

第九十四号）の一部を次のように改正する。

　　附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法第三条の改正規

定を次のように改める。

　　　第三条第一項第五号中「石油公団法第二十四条第三項」を「独立行政法人石油天

然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項」に改め、同項第七号中「次項」を

「次項第五号」に改め、同条第二項第十号を同項第十一号とし、同項第四号から第

九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号を削り、同項第二号中「第一条第二項第

二号イ及びチ」を「第一条第二項第二号チ」に改め、同号を同項第四号とし、同項

第一号の次に次の二号を加える。

　　　二　第一条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金

　　　三　第一条第二項第二号トの出資金及び交付金

　　附則第十八条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加

える改正規定を次のように改める。

　　附則に次の一項を加える。

　　26　廃止法附則第二条第一項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金

を承継する場合においては、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該

貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。

　（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正）

第三十三条　独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十四年法律

第▼▼▼号）の一部を次のように改正する。

　　別表新エネルギー・産業技術総合開発機構の項を削る。

　（罰則の経過措置）

第三十四条　この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以

下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の

例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

　（政令への委任）

第三十五条　この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。



　　　　　理　由

　特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、新エネル

ギー・産業技術総合開発機構を解散して独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発

機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これ

が、この法律案を提出する理由である。


